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３連水車活動開始 
福岡・朝倉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県朝倉市の「三連水車」が、回り始め、

勢いよく川の水をくみあげて一帯の田んぼを潤

しはじめました。 

この三連水車は、国指定史跡。木製の現役水

車であるため、５年ごとに造り替えてきました。 

今年がその造り替えの時期にあたり、一時は

存続が危ぶまれたこともありましたが、市が補

助金を増やし、技を継ぐ若手大工さんも登場し

て、無事に１３２個の柄杓などが造り替えられ、

新調されました。 
 

============================================== 
 

社会保険算定基礎届の質

問に答えて 
 

社会保険の令和７年度の算定基礎届が、６月

中旬より事業所に様式等が送られてきています。 

算定基礎届は、7 月 1 日現在のすべての被保

険者が、定時決定(算定基礎届)対象となります

が、以下の①②③のいずれかに該当する方は算

定基礎届の提出が不要です。 

①６月１日以降に資格取得した方 

②７月改定の月額変更届を提出する方 

③８月又は９月に随時改定が予定されている 

旨の申出を行った方 

※標準報酬月額算定の対象となる報酬とは、賃

金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問

わず、労働者が労働の対象として受けるすべ

てのものを含みます。 

※上記②の月額変更届の必要な方とは、対象と

なる報酬が従前の報酬に比べ、２等級以上の

差（昇給、減給）がある場合は、月額変更の

手続きが必要です。 

ただし、残業が増えたために増額した時や欠

勤控除で下がった時などは、月額変更の対象

とならない場合があります。（詳しくは、お

尋ねください） 

※上記②および③の方については、算定基礎報

酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備

考欄「３・月額変更予定」を〇で囲む必要が

あります。 

◎質問があれば、お気軽にお問合せ下さい。 
 

 

 
 

 

 

 

 

物価高が続いています。 

読者の方からは、「郵便料金が係るので恐縮

です」との声も頂いていますが、月に１回の「通

信」の郵送料１１０円での交流です。 

感想やご意見が、メールや電話などで届くの

は、楽しみです。 

ご心配いりません。１１０円で交流できると

思えば、コスパの良い方法だと思っています。 

ご連絡は、励みになります。引き続きよろし

くお願いします。 
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